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社 名 株式会社　しょうじ建設

本 社 所 在 地 静岡県田方郡函南町軽井沢字荻久保226番地１

電 話 番 号 055-974-3154

F A X 番 号 055-974-3156

E-mail syouji.co.jp

ホ ー ム ペ ー ジ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.syouji.co.jp

代 表 者 氏 名 代表取締役　　鈴木正紀

設 立 年 月 日 昭和57年9月24日

資 本 金 20,000,000円

売 上 高 1,450百万円

全 事 業 内 容 土木工事業、解体工事業、産業廃棄物収集運搬・中間処理業

従 業 員 数 ３６人

本       社 田方郡函南町軽井沢226番地１　☎　055-974-3154　📠　055-974-3156

函 南 リ サ イ ク ル 工 場 田方郡函南町軽井沢226番地１　☎　055-974-3154　📠　055-974-3156

土木・解体 田方郡函南町軽井沢226番地１　☎　055-974-3154　📠　055-974-3156

伊 豆 工 場 伊豆市湯ヶ島654　　　　　　　☎　0558-75-8739　📠　0558-75-8730

（「カグラス・ふくろう」は、2023/７月より運用開始なので、次年度に拡大予定）

環 境 管 理 責 任 者 萩原　忠　　　　　　　　　　 ☎　055-974-3154

本社 萩原　忠　　　　　　　　　　 ☎　055-974-3154

伊 豆 工 場 植野　しのぶ ☎　0558-75-8739

建 設 業 の 許 可 土木工事業・とび・管工事・舗装工事業

しゅんせつ・塗装工事業・水道施設工事業・解体（特1-02）　第27644号

建築業　静岡県知事（般-1）　第27644号

許  可・登  録 ・産業廃棄物処理業　　　　　静岡県　第02201043027号（収集運搬業）

・特別管理産業廃棄物処理業　静岡県　第02251043027号（収集運搬業）

・産業廃棄物処理業　　　　　静岡県　第02222043027号（処分業）

・一般貨物自動車運送業許可　　中運自貨第287号

・　エコアクション21　ガイドライン2017年度版　認証番号0012243

・　全事業　全活動

沿        革 昭和57年9月　 （有）しょうじ建材法人設立

平成15年3月　 三島市八反畑100-32番地に本社ビル建設

平成15年3月　 伊豆工場（中間処理業務）開設

平成17年2月 ISO14001取得

平成18年10月 （株）しょうじ建設に名称の変く及び組織変更

平成18年10月 函南生コン購入

平成20年2月 本社を函南町軽井沢226番地１へ移転

平成23年7月 函南町軽井沢226番地１に中間処分場の許可取得

 1.          会　社　概　要　　　　　　　　　



許可の種類 許可行政

一般建設業

収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業

静岡県 岐阜県 千葉県 大阪府 神奈川県 埼玉県 山梨県 東京都

許可番号 第02201043027号 第02100043027号 第01200043027号 第02700043027号 第01405043027号 第01100043027号 第01900043027号 第13-00-043027号

許可取得年月日 2017年3月15日 2012年11月7日 2012年11月24日 2014年5月23日 2015年4月24日 2015年3月13日 2015年7月11日 2015年9月8日

許可有効年月日 2027年3月14日 2027年11月6日 2027年11月28日 2024年5月22日 2025年2月25日 2025年3月12日 2025年7月10日 2025年9月7日

許可品目

燃え殻 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

汚泥 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃プラスチック類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

金属くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紙くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

木くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

繊維くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ｶﾞﾗｽ　陶磁くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉱さい ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

がれき類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ばいじん ○ ○

動植物性残さ ○

廃油 ○

廃酸 ○

廃アルカリ ○

工作物の不要物 ○

三重県 滋賀県 愛知県 群馬県 栃木県 富山県 京都府 和歌山県

許可番号 第02400043027号 第02501043027号 第02300043027号 第1000043027号 第00900043027号 1601043027 第02600043027号 第03000043027号

許可取得年月日 2016年4月28日 2016年3月25日 2016年3月17日 2019年11月28日 2019年11月23日 2020年3月24日 2020年5月24日 2020年6月7日

許可有効年月日 2026年3月1日 2026年3月24日 2026年2月18日 2024年11月27日 2024/12月23日 2025年3月24日 2025年5月24日 2025年6月7日

許可品目

燃え殻 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

汚泥 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃プラスチック類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

金属くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紙くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

木くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

繊維くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ｶﾞﾗｽ　陶磁くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉱さい ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

がれき類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

動植物性残さ ○

廃油 ○ ○ ○

廃酸 ○ ○ ○

廃アルカリ ○ ○ ○

工作物の不要物 ○

許可番号

　（特1-02）　　　第27644号

（般-1）第27644号

収集運搬許可一覧

特定建設業
静岡県

許可年月日

平成28年10月5日

土木・とび・土工・管・舗装工事業、

しゅんせつ・水道施設・塗装・解体工事業、

建築工事業



兵庫県 長野県 奈良県 茨城県 宮城県 福島県 処分業

許可番号 第02805043027号 第2009043027号 第2900043027号 801043027 00400043027 第00407043027号 静岡県

許可取得年月日 2020年6月21日 2020年8月20日 2020年9月3日 2020年11月11日 2021年1月11日 2021年5月27日 第02221043028号

許可有効年月日 2025年6月21日 2025年8月20日 2025年9月3日 2025年11月11日 2026年1月11日 2026年5月27日 2013年3月31日

許可品目 2028年3月30日

燃え殻 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中間処分

汚泥 ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃プラスチック類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

金属くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紙くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

木くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

繊維くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ｶﾞﾗｽ　陶磁くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉱さい ○ ○ ○ ○ ○ ○

がれき類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○

動植物性残さ ○ ○

廃油 ○ ○

廃酸 ○ ○

廃アルカリ ○ ○



収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業

静岡県 三重県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県

許可番号 第02251043027号 第02450043027 第13-50-043027 01450043027 01150043027 01250043027

許可取得年月日 2022年5月12日 2022年8月8日 2022年9月9日 2022年12月22日 2022年11/2 2022年12月16日

許可有効年月日 2027年5月11日 2027年8月7日 2027年9月8日 2027年12月21日 2027年11/1 2027年12月15日

許可品目 　　

引火性廃油 〇 〇 〇 〇 〇 〇

腐食性廃酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇

腐食性廃アルカリ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　鉱さい 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　廃石綿 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　ばいじん 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　燃え殻 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　　廃油 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　　汚泥 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　　廃酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　　アルカリ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業

収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業 収集運搬業

許可番号 茨城県 岐阜県 愛知県 山梨県

許可取得年月日 00851043027 2150043027 第02350043027 01950043027号

許可有効年月日 2023年3月30日 2023年6月22日 2023年6月30日 2023年8月17日

許可品目 2028年3月29日 2028年6月29日 2028年6月22日 2028年8月16日 　　

〇 〇

引火性廃油 〇 〇 〇 〇 〇 〇

腐食性廃酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇

腐食性廃アルカリ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　鉱さい 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　廃石綿 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　ばいじん 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　燃え殻 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　　廃油 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　　汚泥 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　　廃酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定有害　　アルカリ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特別管理産業廃棄物収集運搬許可一覧



処理能力

2.7ｔ/ｄ

1.6ｔ/ｄ

2.5ｔ/ｄ

2.5ｔ/ｄ

2.7ｔ/ｄ

4.86ｔ/ｄ

4.72ｔ/ｄ

5.14ｔ/ｄ

種類 規模 台数

普通車 6

軽自動車 2

2ｔ 2

3ｔ 4

4ｔ 1

4ｔ 4

大型 8

フルトレーラ 大型 5

セミトレーラ 大型 6

ダンプ 大型 3

油圧ショベル 0.1～0.8 15

ホイールローダー 2ｔ 1

コンパクター 38ｔ 1

フォークリフト 2ｔ 2

破砕施設

重機

廃プラスチック類

金属くず

繊維くず

用途

圧縮施設

ダンプ

アームロール

産業廃棄物収集運搬車

保有車両

産業廃棄物処理施設

営業車

工事用車両

品目

廃プラスチック類

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

がれき類

紙くず

木くず

中間処分処理能力

施設の種類



EA21実施体制表
株式会社しょうじ建設　組織図

T・KK・F S・O C・K M・K S・Ｋ

伊豆工場長 収集運搬（大型）

事務員1名

責任者 責任者 責任者 責任者 責任者 責任者

収集運搬（２t.４t）土木 解体 建材

EA21環境事務局

本　　　　　　社 産業廃棄物部門

取締役　部長　　花田　拓也 取締役　部門責任者　溝田　勝

代表者
環境統括責任者

代表取締役社長　　　　鈴木　正紀

常務取締役　（環境顧問）　
　　
　

鈴木　敏朗

環境管理責任者　萩原　忠

E21環境委員会

委員長

鈴木　正紀



　各部門役割・権限

◎環境総括責任者

　（イ）環境統括責任者を任命する。

　（ロ）環境経営システムの構築・運用・維持に必要な経営資源（人材・資金・機器設備・

　　　　技術技能を含む）を準備する。

　（ハ）環境方針を制定する。

　（ニ）環境経営システムの構築・実施に関する情報を収集し、環境方針・環境目標をはじめ、

　　　　システム全体の見直しを行い、必要に応じ改訂を指示する。

　（ホ）環境目標、環境活動計画及び環境活動レポートの承認。

  　(へ）経営における課題とチャンスの明確化

◎環境顧問

　（イ）環境統括責任者の代行を務めることが出来る

　（ロ）環境経営システムの構築・運用・維持に必要な経営資源人材・資金・機器設備・

　　　　技術技能を含む）を準備する。

　（ハ）EA21の実施、維持、システム全体の見直しに関して、助言及び提言を行う。

　（ニ）環境活動レポート、環境経営マニュアルの進展状況の確認及び助言

◎環境管理責任者

　（イ）EA21の要求事項に適合したシステムを構築し、実施し、かつ維持されることを確実にすること。

　（ロ）社長による見直しのための情報として、その構築・実施に関する情報を社長に提供する。

　（ハ）利害関係者からの苦情、要望等の処理と連絡。

　（ニ）環境目標及び環境活動計画の策定。

　（ホ）環境活動レポート、環境経営マニュアルの作成。

◎EA21環境推進事務局

　（イ）事務局として、環境管理責任者を補佐し、環境経営システムに関する実務全般を所管する。

　（ロ）環境への負荷及び取組みへの自己チェックの実施。

　（ニ）教育、訓練計画の策定と実施。（緊急時対応訓練、テスト含む）

　（ホ）環境文書及び記録の作成と管理。

◎各部門責任者

　（イ）自己の管理範囲内における実施責任者として、全員参加による環境経営システムの実施

　　　　及び、管理に責務を負い、部門内の必要な人材育成、パフォーマンスの向上を図る。

　（ロ）環境目標及び実施項目に対する問題点の是正処理を実施する。

◎各部門担当者

　（イ）自己に与えられた業務において、安全、信用、信頼のおかれる、実務を心がける

　（ロ）自己の掲げた目標に対して、誠実に任務を遂行する。

　（ハ）実務上他問題点等があれば、積極的に意見を行い、組織の活性化に参画する。

◎EA21環境委員会

　（イ）EA21環境委員会は、各部門の責任者により構成し、委員長は社長とする。

　（ロ）環境経営システムに関する経営資源の合理化・効果的な実施を図り、目的を達成するために、

　　　6か月毎招集して開催する。また、必要に応じて委員を招集し臨時に開催することもある。

　（ハ）この委員会は、環境目標及び環境活動計画の結果確認と、EA21に関する社内監査を行う。



自社産業廃棄物 自社中間処理

建材原料

自社　（破砕）

Ｐ社（破砕） マテリアルリサイクル

安定型埋立

マテリアルリサイクル

ガラス・コンク

リート及び陶磁器
破砕

O社（破砕）

廃プラスチック

破砕 Ｑ社（圧縮）

紙くず 破砕

Ｍ社（圧縮） ＲＰＦ製造

Ｎ社（切断） マテリアルリサイクル

金属くず 圧縮

Ｏ社（圧縮） マテリアルリサイクル

圧縮

Ｊ社（焼却） 管理型埋立

Ｌ社（焼却） 管理型埋立

Ｉ社（破砕） 燃料チップ製造販売

繊維くず 圧縮

Ｋ社（破砕） マテリアルリサイクル

受入 Ｆ社（焼却） 管理型埋立

Ｇ社（破砕） 燃料チップ製造販売

木くず

安定型埋立

破砕

Ｈ社（破砕） 燃料チップ製造販売

ガラス・コンク

リート及び陶磁器
破砕

E社

C社　（破砕）

自社　（破砕）

安定型埋立

D社（破砕） 再生材とし販売

排出先処分方法 排出先製品化、処分等

A社　（破砕）

がれき類 破砕 B社　（破砕）

再生盛土材売却
A社　（破砕）



環境理念

私達が従事する建設業は、人間の育成に必須である土壌など自然環境に大きく影響しています。

 弊社は、すべての事業活動にこの自然との関わりを深く認識し、継続的に環境保全に取り組み、豊かな自然と健やかな人づくりに貢献する事を目指します。

基本方針

 ３Ｆ ”フットワーク，フルサポート、フレンドリー”の共存共栄をモットーに環境保全を推進する以下の行動指針を軸とした事業活動をします。

行動指針

１．環境マネジメントシステムに基づく環境保全活動を展開し、内部監査やマネジメントレビュー等の機会を通じて、継続的に改善します。

２．環境への影響を考慮し、環境改善及び保全の為に目的・目標を定め、定期的に見直し、　汚染の予防、改善に努めます。

３．環境に関わる法規制、協定等を遵守します。

４．環境保全を考慮した製品や、サービスの購入を推進し、グリーン調達を図り、クリーンな職場環境を作ります。

５．省エネルギー．省資源．建設副産物の発生の抑制、リサイクルの推進、適正処理に

努め、地域環境への貢献を目指します。

６．地域社会、地域産業との関わりを深め、相互のコミュニケーションに努め、

　　地域環境への貢献を目指します。

７．環境方針は、全従業員、協力業者へ周知すると共に、一般の人の要請に応じ公表します。

制定日　2017年　7月　１８　日

    　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　しょうじ建設

     　　 　　　　　　　　　　　代表取締役　　　　　鈴　木   正　紀

環　境　方　針



環境経営目標

単位 2018年度

目標基準値 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

削減率（％） 4% 5% 6% 7%

kg-CO2 2072528 1989627 1968902 1948176 1927451

削減率（％） 4% 5% 6% 7%

KWH 109304 104932 103839 102746 101653

削減率（％） 4% 5% 6% 7%

L 846 812 804 795 755

削減率（％） 4% 5% 6% 7%

L 24197 23229 22987 22745 21603

L 4% 5% 6% 7%

kg-CO2 592077 568394 562473 556552 528606

削減率（％） 4% 5% 6% 7%

㎥ 38 36 36 36 34

最終処分量 ｋｇ 635 610 573 533 490

再資源化率 ％ 83% 85% 86% 87% 88%

再資源化量 t ― 2248 2270 2316 2385

最終処分量 t ― 1498 1543 1598 1670

再資源化率 ％ ― 67% 68% 69% 70%

4% 5% 6% 7%

1393 1337 1323 1309 1244

削減率（％） 4% 5% 6% 7%

t 1393 1337 1323 1309 1244

当社の環境負荷の目標は以下の通りです。

＊中間期の削減目標は、2018年度の結果を元に目標削減率を決定した。

＊2026年までの実績削減率は、年度目標と対比しております。

コア指標 項目
中長期の目標（削減目標）

    　　年度の 対象期間：７月1日～翌年6月30日

m3

①　温室効果ガス排出量の
内訳

電力の削減

灯油の削減

ガソリンの削減

軽油の削減

LPGの削減

①　温室効果ガス排出量 二酸化炭素排出量の削減

③－２　水使用量 上水

②廃棄物排出量

一般廃棄物

産業廃棄物

③－１　総排水量 一般公共水域



環境経営目標

＊電力CO2係数は、0.452ｋｇ-CO2/KWHを使用しています

単位 2018年度

目標基準値 削減目標 実績 達成状況

削減率（％） -3% 106%

kg-CO2 2072528 2010352 2196578

削減率（％） -3% 161%

KWH 109304 106,025 176199

削減率（％） -3% 171%

L 846 821 1447

削減率（％） -3% 138%

L 24197 23471 33341

L -3% 133%

kg-CO2 592077 574315 788703

削減率（％） -3% 196%

㎥ 38.6 37 75.8

処分量 ｋｇ 635 603 492

再資源化率 ％ 83% 83% 52%

再資源化量 t ― 2469 3445

最終処分量 t ― 1538 199

再資源化率 ％ ― 66% 86%

-4% 61%

1393 1337 852

削減率（％） -4% 61%

t 1393 1337 852

【二酸化炭素排出量の是正処置】

　　原因：仕事量の増大により、車両の燃料を始め、電力などの使用量が増えたことによる、目標超過となった。

　　処置：項目毎には次頁に記載したが、再度社内の周知を行って、可能な範囲で、それぞれの使用量の削減を図る。

③－２　水使用量 上水 〇

ガソリンの削減 ×

軽油の削減

①　温室効果ガス排出量

LPGの削減

×

×

×

電力の削減 ×

二酸化炭素排出量の削減

灯油の削減

当社の環境負荷の目標は以下の通りです。

＊削減目標は、2018年度の結果を元に、目標削減率を決定しています。

    　　 対象期間： 2022年７月1日～2023年6月30日

コア指標 項目
2022年度

×

〇③－１　総排水量 一般公共水域

②廃棄物排出量

一般廃棄物 ×

産業廃棄物 〇

m3



削減率 達成度

221% 未達

110% 未達

121% 未達

161% 未達

原因：仕事量の増大により、事務所及び現場の電力使用量が増えたと思われる。

処置：現場での使用量はやむを得ないが、可能な節電を心掛ける。

R4年度通算の削減率は、基準年度を大きく超過した

節電努力が必要

月別負荷及び結果の評価

経過及び結果

継続的に節電努力をして行きます。

継続的に節電努力をして行きます。

R4年11月～R5年２月期間中における電気使用量は、基準年度を

上回っている

R4年７月～１０月期間中における電気使用量は、基準年度を大き

く上回っている

R5年3月～R5年6月期間中における電気使用量は、基準年度を上

回っている。
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削減率 達成度

127% 未達

R4年11月～R5年２月期間中における軽油使用量は、基準年度を上回っている 138% 未達

R5年3月～R5年6月期間中における軽油使用量は、基準年度を上回っている 134% 未達

133% 未達

原因：仕事量の増大により、遠距離の収集運搬の距離にも関連し、使用量が増えたと思われる。

処置：運搬での使用量はやむを得ないが、可能な範囲で運搬効率に考慮し、節減を図る。

継続的に削減努力をして行きます。

R4年度通算の削減率は、基準年度を大きく上回った。

引き続き継続的に削減努力をして行きます。

　軽油使用量

経過及び結果

R4年７月～１０月期間中における軽油使用量は、基準年度を大きく上回っている

継続的に削減努力をして行きます。

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

目標 49655.5544221.55 45315 44329.8548173.5546883.4541916.85 41817.1 44213 48546.9 46341 61430.8

2023年度 55942.7560419.1367373.6662471.3966426.7469741.97 58101.8 65646.1582245.3672858.9857226.1870248.89

（基準年度）    52269 46549 47700 46663 50709 49351 44123 44018 46540 51102 48780 64664
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削減率 達成度

144% 未達

R4年11月～R5年２月期間中におけるガソリン使用量は、基準年度を上回っている 166% 未達

R5年3月～R5年6月期間中におけるガソリン使用量は、基準年度上回った。 125% 未達

138% 未達

エコ運転努力を継続して行きます。

エコ運転努力を継続して行きます。

R4年度通算の削減率は、基準年度を削減することが出来なかった

ガソリン使用量

経過及び結果

R4年７月～１０月期間中におけるガソリン使用量は、基準年度を大きく上回った

エコ運転努力を継続して行きます。

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

目標 2085.25 3088.45 2152.7 2739.8 2219.2 2178.35 2325.6 2034.9 1860.1 1804.05 2091.9 2201.15

2023年度 2962.92 2946.61 2660.08 2530.41 2735.75 3369.32 2845.64 2792.29 2882.65 2832.67 2442.76 2340.29

 （基準年度）    2195 3251 2266 2884 2336 2293 2448 2142 1958 1899 2202 2317
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削減率 達成度

- 達成

138% 未達

- 達成

171% 未達

原因：冬季の暖房用が主なので、冬季の気象が影響したと思われる。

処置：暖房用なので、節約困難だが、可能な範囲での削減を図る。

R4年11月～R5年２月期間中における灯油使用量は、基準年度を

上回っている

灯油使用量

経過及び結果

R4年７月～１０月期間中における灯油使用量は、少なかった

適正な使用継続をして行きます。

適正な使用を継続して行きます。

R5年3月～R5年6月期間中における灯油使用量は、使用量無

R4年度通算の削減率は、基準年度を大きく増加した

適正な使用継続的して行きます。

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

目標 0 0 0 228 240.35356.25 163.4 252.7 93.1 223.25 0 0

2023年度 0 0 0 0 293.82893.91278.88 0 0 0 0 0

 （基準年度）    0 0 0 240 253 375 172 266 98 235 0 0
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削減率 達成度 削減率 達成度

26% 達成

R4年11月～R5年２月期間中におけるLPG使用量は、基準年度を大きく上回っている 466% 未達

R5年3月～R5年6月期間中におけるLPG使用量は、基準年度を下回っている 80% 達成

196% 未達

原因：使用は、湯沸し等の生活用が主体なので、削減は困難だが、可能な範囲で節減する。

　　　

処置：生活用は、削減困難だが可能な範囲での削減を図る。

適正な使用を継続して行きます。

R4年度通算の削減率は、基準年度を大きく超過した

適正な使用を継続して行きます。

　ＬＰＧ使用量

経過及び結果

R4年７月～１０月期間中におけるLPG使用量は、基準年度の数値内に収まった。

適正な使用を継続して行きます。
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建設部門の現場等の概要及び件数

<元請工事・業務等>

工事・業務等の名称 工事業務等の内容 対象期間
環境配慮事項

（CO2排出予想量）
使用建機等 発注元

1 件

21170 千円

1 件

17300 千円

1 件

12300 千円

3 件

1362 千円

1 件

7300 千円

1 件

6700 千円

9 件

56500 千円

件

百万円

<下請工事・業務等>

工事・業務等の名称 工事業務等の内容 対象期間
環境配慮事項

（CO2排出予想量）
使用建機等 発注元

1 件

14800 百万円

1 件

8000 百万円

1 件

6700 百万円

15 件

65095 百万円

件

百万円

件

百万円

件

百万円

沼津土木

規模（金額）

無名橋（町道2-18号線）橋梁補修工事 土木工事 令和4年10月～令和5年3月
使用機器の騒音、振動、運搬による、発塵

21895.2ｋｇ

バックホー、ダンプ、トラッ

ク
函南町

令和4年度（第３３-B2304-01号）一級河川柿沢川3

年災復旧　3年災査定第67号
土木工事 令和5年1月～令和5年3月

使用機器の騒音、振動、運搬による、発塵

21895.2ｋｇ

路面掘削機、バックホー、ダ

ンプ、トラック

函南町

町道1－8号線道路改良工事 土木工事 令和4年9月～令和5年2月
使用機器の騒音、振動、運搬による、発塵

3649.2ｋｇ

掘削、残土処分、バック

ホー、ダンプ、トラック
函南町

函南町桑原地区住民サービス 土木工事 令和4年7月～令和4年10月
使用機器の騒音、振動、運搬による、発塵

3649.2ｋｇ

掘削、残土処分、バック

ホー、ダンプ、トラック

A社

Ｍ社外トイレ改修工事 管工事 令和4年6月～令和4年8月
使用機器の騒音、振動、運搬による、発塵

3649.2ｋｇ

掘削、残土処分、バック

ホー、ダンプ、トラック
Ｓ社

牛舎解体工事 解体工事 令和5年2月～令和5年2月
使用機器の騒音、振動、運搬による、発塵

3649.2ｋｇ

掘削、残土処分、バック

ホー、ダンプ、トラック

その他 令和4年7月～令和5年6月

規模（金額）

ＷG社千福落石防護柵工事 とび・土工・コックリート工事 令和5年6月～令和5年6月
使用機器の騒音、振動、運搬による、発塵

21895.2ｋｇ

路面掘削機、バックホー、ダ

ンプ、トラック、ロードロー
ＷG社

Ｏ社　ＳR富士裾野工場建築改修工事 とび・土工・コックリート工事 令和4年6月～令和4年8月
使用機器の騒音、振動、運搬による、発塵

21895.2ｋｇ

路面掘削機、バックホー、ダ

ンプ、トラック、ロードロー
O社

宇佐美木造家屋解体工事 解体工事 令和4年7月～令和5年6月 -
路面掘削機、バックホー、ダ

ンプ、トラック他

その他 とび・土工・コックリート工事、解体工事 令和4年7月～令和5年6月 -
路面掘削機、バックホー、ダ

ンプ、トラック他



2019年度　産業廃棄物受入量・中間処分量

対象期間は、2022年4月～2023年3月末までの間を掲載しております。

受託した産業廃棄物収集運搬量 　ｔ

受託した中間処理量 　ｔ

（自社の産業廃棄物中間処理を含む）

20,488.30

3791.1



16 .環境活動計画・実施表

本社

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

個別の意識調査７月.12月 花田 事務局 ● ● ●

空調機フィルター清掃 ● ●

推進月間とし、部門パトロール 花田 事務局

● ● ●

定期清掃の実施 花田 事務局

● ● ●

車検の的確な実施　土木・解体 藤本、荻島 全員

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

車検の的確な実施　建材 花田 全員

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

車検の的確な実施　本社 花田 全員

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

冬服、夏服、中間服が在り、季節ごとではなく、 全員 全員

　　個人の自由にて調節、確認 ● ●

年間を通じて温度管理をして行く 谷口 事務局

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

個別セーフティ・エコドライブ・エコオペ宣言の確認 花田 全部門・全員

●

個別セーフティ・エコドライブ・エコオペ宣言の意識調査 花田 全部門

○

継続的に努力する。 常務 全員

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

毎年6月末までに報告。 勝又 事務局

● ●

今後も、継続的に努力する。 勝又 事務局

月毎の集計 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

古紙回収に回しており、今後も同様に実施する 勝又 事務局

今後も、継続的に努力する。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

裏面用紙回収箱を設置し利用中

今後も、継続的に努力する。 勝又 事務局

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

把握後環境配慮型商品の利用率を上げて行く、月毎の集計 勝又 事務局

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

環境配慮型商品の利用率を継続的上げて行く 勝又 事務局

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

全車両が国交省指定製品となっている、今後継続する 社長 各担当者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

漏水点検や手洗い事の節水意識を上げて行く、

今後も継続する 花田 全員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

浄化槽の定期点検・年次点検　報告 ● ● ● ● ● ●

浄化槽の法廷清掃　記録保管 ●

･天災時における避難訓練の実施（地震、火災） 事務局 事務局

・社内防災訓練の実施 事務局 事務局 ●

･車両・重機からの油流出を想定した緊急対応訓練の実施 事務局 事務局 ●

・地下貯蔵タンクからの流出を漏洩を想定した対応訓練 事務局 事務局 ●

・水質異常、汚染の防止、及び対応手順の作成、実施、見直し 事務局 事務局 ●

・安全運転講習会の実施 事務局 本社 ●

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

溝田 産業廃棄物部門

個別の意識調査７月.12月 ● ●

空調機フィルター清掃 ● ●

推進月間とし、部門パトロール 溝田 産業廃棄物部門

● ● ●

定期清掃の実施 溝田 産業廃棄物部門

● ● ●

車検の的確な実施 溝田 産業廃棄物部門

● ● ● ● ● ● ●

冬服、夏服、中間服が在り、季節ごとではなく、 全員 全員

　　個人の自由にて調節、確認 ● ●

年間を通じて温度管理をして行く 植野 産業廃棄物部門

● ●

個別セーフティ・エコドライブ・エコオペ宣言の確認 溝田 全部門・全員

●

個別セーフティ・エコドライブ・エコオペ宣言の確認 溝田 全部門

●

工事工程上の作業不良をなくす 溝田 産業廃棄物部門

● ●

マニフェストの交付状況の提出 植野 産業廃棄物部門

● ●

再利用、リサイクルし易い物品の購入 植野 産業廃棄物部門

● ● ● ●

混廃箱のできるだけ削減、分別実施 溝田 産業廃棄物部門

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

運送中の飛散防止実施、コンテナの蓋をしっかりする 溝田 産業廃棄物部門

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

古紙、段ボールは再利用する 植野 産業廃棄物部門

● ● ● ● ● ●

コピー用紙の裏面使用とペーパーレス化への努力 植野 産業廃棄物部門

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

紙は大、小にかかわらずまとめて資源ごみに出す 植野 産業廃棄物部門

● ● ●

取組初年度であり、現状のグリーン購入率（72％）を調査、 植野 産業廃棄物部門

把握後環境配慮型商品の利用率を上げて行く、月毎の集計 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

取組初年度であり、対象商品の購入調査、 植野 産業廃棄物部門

　　把握後環境配慮型商品の利用率を上げて行く ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

全車両が国交省指定製品となっている、今後継続する 社長 各担当者

漏水点検や手洗い事の節水意識を上げて行く、 溝田 全員

今後も継続する ● ● ● ● ● ●

浄化槽の定期点検・年次点検　報告 植野 産業廃棄物部門 ● ● ● ●

浄化槽の法廷清掃　記録保管 植野 産業廃棄物部門 ● 　

社内防災訓練（消火訓練）を実施、別紙にて報告書作成 事務局 産業廃棄物部門 ●

緊急対応手順書作成（火災発生時対応手順書作成） 事務局 産業廃棄物部門 ●

車両・重機からの油流出を想定した緊急対応訓練の実施 事務局 産業廃棄物部門 ●

スケジュール

エネルギー
削減

目的 取組内容と今後の取組 責任者 実施部門

エネルギー
削減

廃棄物最終　　処
分量削減

グリーン
購入

総排水量

社員教育
・訓練

伊豆工場分

目的 取組内容と今後の取組

廃棄物最終　　処
分量削減

グリーン
購入

総排水量

社員教育
・訓練

責任者 実施部門
スケジュール



環境活動計画評価

（株)しょうじ建設

目的 目標

・節電運動の推進

2021年目標値設定 ・不要照明の消灯

・LED照明に切替える

電力使用量 ・照明器具の清掃

（毎年1％削減） ・エアコンの設定温度　冷房２８℃ 暖房２２℃とする

・クールビズ、ウォームビズの継続

エネルギー削減

・アイドリングストップの徹底

ガソリン使用量 ・適切な車両整備

軽油　使用量 ・エアコンはなるべく使用しない(窓の開閉で温度調節）

・法定速度の順守

・不用品の車載の厳禁

軽　油使用量 ・アイドリングストップの徹底

（工事重機） ・適切な車両整備

灯　油使用量 ・室内温度管理の実施

（暖房用）

・工事工程上の作業不良をなくす

・マニフェストの交付状況の提出

産業廃棄物 ・再利用、リサイクルし易い物品の購入

・混廃箱へのできるだけ分別の徹底

廃棄物最終 ・コンテナの蓋をしっかりする

処分量削減

・古紙、段ボールは再利用する

一般廃棄物 ・コピー用紙の裏面使用とペーパーレス化への努力

・紙は大、小にかかわらずまとめて資源ごみに出す

・一人一人の節水意識の継続(特に手洗時 水を出しっぱなしにしない）

水の管理 節水推進 ・水回りの補修、修理

・雨水の再利用

･天災時における避難訓練の実施

社員教育・訓練 環境活動の向上 ・緊急時対応の手順書の作成

･車両・重機からの油流出を想定しての緊急対応訓練の実施

＊毎月勤務初日を基本に実施している。

〇

2023年(令和４年7月～令和5年6月末)度環境管理活動計画

取組内容 評価

〇

〇

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

1％削減

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇



19　環境関係法令
関連法規の順守は以下の通り

環境関連法規等への違反、訴訟はありませんでした

また、関係機関や地域からの指摘及び苦情等は過去３年間はありませんでした。

法令・条例・通達名 法令・施行令・基準等
当社が受け入れをした遵守すべき内容　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　適　　用　　条　　件
実施、記録等 遵守評価

建設リサイクル法 再資源化すべき特定建設資材

解体業 １．コンクリート ①分別の実施

建設工事に係わる ２．ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材 ②分別の教育 ・省資源化推進

資材の再資源化等に ３．木材　　４.ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ ・記録保管確認

関する法律 再分別解体等 ③分別解体等の実施

建設業を営む者の責務 ④・再資源化等の実施

再生資源の使用 ⑤・再資源化によって得られたものの使用等の推進

発注者への報告 ⑥・書面で報告、再資源化実施状況、記録の保管

　・工事着手の７日前までに発注者から
都道府県知事に対して分別解体等の計画
等を届け出る。　
　
　・請負契約の締結に当たっては、解体
工事に要する費用や再資源化等に要する
費用を明記する。

⑦解体工事着手7日前までに書類の作成及び提出し、現場主任者と最終打
合せ及び書類の確認。

解体工事着手7日前までに書類の作
成及び提出し、現場主任者と最終
打合せ及び書類の確認。

〇

騒音規制法 特定建設作業の届出

⑧バックホウを使用する作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一定の
限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するも
のを除き、発動機の定格出力が８０KW以上

〇

振動の発生 特定建設作業の届出

⑨ブレーカー（手持式のものを除く）を使用する作業　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・作
業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る
二地点間の最大距離が５０ｍを超えない作業

・工事着手７日前までに、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者が届
け出る。

大気汚染防止法
アスベスト（石綿等）を取り扱う業務等
に係る措置

⑩吹付け石綿が使用されている建築物を解体・改造・補修する作業を含む
建設工事を施工する場合
・都道府県知事等へ14日前までに届出が必要。
・集じん装置の設置、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が必要。 
　

対象となる作業：　
○ 耐火建築物又は準耐火建築物を解体、改造又は補修する作業のうち、
次の２つを満たす場合
（ア）当該建築物の延べ面積が500平方メートル以上
（イ）解体、改造又は補修する部分に使用されている吹付け石綿の面積が
50平方メートル以上である作業

〇

労働安全衛生法
・ 解体、改修を行う建築物に石綿が使
用されているか否かについて、事前調査
を行う。

⑪・事前打合せ　　・現場調査
・施工現場台帳　・解体届出書　

・保管確認
〇

⑫事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適
正に処理しなければならない。

⑬事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な
処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

フロン排出抑制法
フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律

第一種特定製品の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する
環境の維持保全を実施しなければならない。

点検の実施 〇

水質汚濁防止法
事業場から公共用水域に排出される
水の排出を規制する。

①工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透す
る水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等に
よつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の
健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排
出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における
事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図る
ことを目的とする。

測定設備の日常定期点検の実施 〇

⑮地下タンク貯蔵所（次項及び第３項に定めるものを除く。）の位置、構
造及び設備の技術上の基準

地下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に
地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲
示した掲示板を設けること。

⑯廃棄物の発生抑制

⑰発生抑制対策の強化・不適正処理対策・施設整備等

廃棄物の適正処理の確保 ⑱事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理

⑲排出事業者は、再生利用による廃棄物の減量化などに努める

⑳廃棄物の減量化や適正処理のために講じられる国やに努める地方公共団
体の施策に協力

㉑排出事業者の責務は、廃棄物が最終処分されるまで続く

産業廃棄物の保管基準
㉒産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境上支障のないように社内で
の保管

㉓廃棄物の保管基準(令第3条1項リ）

地下タンク貯蔵所の　基準 危険物の規制に関する政令 〇

〇

〇

廃棄物の処理及び清掃に関
する条例

ゴミの廃棄 ・適正処理実施 ◎

浄化槽法
水質の保全等の観点からし尿及び雑排水
の適正な処理を図り、の保全及び公衆衛

生の向上に寄与する目的とする。

⑭公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の
適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する
ことを目的とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浄化
槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回　　　　　　　

①保守点検/6回/年　②定期清掃/1
回/年③法定検査1回/年

〇

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律

廃棄物の削減 ・ＥＡ２１取組み・実施

〇

・許可証明書・契約書・管理表確認

保管場所の周囲には囲いを設け、見やすい箇所に掲示板60×60cm以上）を
設置（規則第8条）



法令・条例・通達名 法令・施行令・基準等
当社が受け入れをした遵守すべき内容　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　適　　用　　条　　件
実施、記録等 遵守評価

㉔廃棄物の飛散・流出・地下浸水の防（規則第8条の13） 〇

産業廃棄物の処理委託基準  契約書・管理表確認

㉗産業廃棄物の委託基準

・運搬および処理の委託は、産業廃棄物の運搬を業として行うことが
できる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の
範囲に含まれる

〇

・運搬又は処分の委託契約は書面により行う 〇

㉗-1委託する産業廃棄物の種類及び数量 〇

㉗-2委託契約書の有効期間 〇

㉗-3委託者が受託者に支払う料金 〇

㉗-4受託者が産業廃棄物収集運搬業者又は　　　　　　　          
産業廃棄物処分業者である場合にはその事業の範囲

〇

㉗-5委託した産業廃棄物の適正処理のために必要な情報 〇

・委託契約書には、次の書面を添付 〇

　　運搬を委託するとき　収集運搬業の許可証の写 〇

　　処分を委託するとき　処分業の許可証の写 〇

・委託契約書及び添付書面は、契約の終了の日から５年間保存 〇

㉘産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託先を実地に確認　　し
なければならない

〇

　・１年に１回以上定期的に実施 〇

　・処理される施設状況、処理状況、帳簿等保存状況 〇

　・実地確認結果を記録し記録した日から５年間保存 〇

産業廃棄物管理票
㉙産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には 〇

（マニフェスト）の交付
産業廃棄物処理業者に対し、産業廃棄物管理票マニフェストを交付す
る

〇

産業廃棄物管理票の確認

㉚産業廃棄物管理票マニフェストを交付し、適正に最終処分されたこ
とを確認

マニュフェスト
ファイルの確認

〇

        紙マニフェストの交付方法 〇

　・運搬受託者又は処分受託者から送付される管理票 〇

　　の写しで①管理票交付（又は登録）の日から90日以内 〇

　　管理票の写しの送付を受けないとき 〇

　・管理票の送付を受けた日から5年間保存 〇

〇

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報
告

㉛毎年4月から翌年3月までの1年間に交付した管
理票の状況を6月30日までに県知事に報告

　　報告済み　 〇

㉜対策型ステッカー貼付の建設機械使用

㉝発注者及び元請者へ報告

機械の普及促進に関す
る規程

・小型バックホウ、バックホウ、トラク
タショベル、ブルトーザ、油圧パワーユ

ニット

遵守確認 〇

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律

〇

〇

㉕産業廃棄物を排出する事業場は事業場ごとに 　　　　　　「産業
廃棄物管理責任者」を選任

⑩産業廃棄物管理
責任者、設置確認

㉖産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する
場合には産業廃棄物処理業者に委託し適正な処理を求める

管理表確認,　　
法の遵守



緊急事態の対応手順書－－１
(株)しょうじ建設

社内火災発生

　　初　期

周りの人に連絡

・燃え方が激しいか

・周りに燃え移りそうか

・消火困難か

大きい

消火器で消火作業

消火器・水を放水

社長または環境管理責任者に連絡

消防署に連絡

関連緊急連絡先に連絡

緊急時対応備品類

各所に用意するもの

・　消　火　器

・　バ　ケ　ツ

・　ヘルメット

・　手袋

片付け

出　火　発　見
大声で伝達 消火器で消火

小さい

目視確認・量

応急処置 連　　絡

小さい

拡大防止
指　　示

消火者以外は　

　　　退　　

指　示

負傷者ある場

合　　　　　

　消　火　活　動　　　　　
　（消防関係者）

連　絡

　片付け・お礼　　　　　　
　　　　近所にお詫び

緊急時連絡先

火災等緊急連絡先

田方消防署（本署） 本社事務所連絡電話番号

環境管理責任者携帯電話番号

０９０－１０９１－４２６９

０５５８－７５－０１１９ 055-974-3154

０５５８－７６－２２８０ 伊豆工場事務所電話番号

0558-75-8739



環境関連緊急対応訓練実施記録書

記録者　　　環境管理責任者 確認者　　

　　2022　　　年　10　　月　　2　日 　　　　10　時　　00　分　～　　11　時　00　分

本社

森次長、小澤達人、藤本健次、荻島省二、
勝又智子、谷口由美　

森次長

本社工場内における資材置き場からの出火

想定発生場所　混合廃棄物一時保管場所　

想定発生時間帯　10：00

対　応　手　順 順 行　　動　　手　　順 訓　練　対　応　状　況 課題点

出　火　発　見 １ 周囲に大声で知らせ、消火の応援を要請する

目視確認 ２ どこから出火しているか

3 火の勢いは大きいか、弱いか

連　絡 4. 火災発生状況を上司又は管理職に連絡する

5. 初期消火を開始する

火災の拡防止 6. 周囲に引火しないよう、引火物を除去する。

7. 消火器・消防用水にて放水消火継続

確　認 8. 鎮火の確認、再出火の可能性の有無確認

9 けがの有無の確認

10 被害状況の確認

連　絡 11
上司又は管理職にけがの有無及び被害状況を

報告する

片づけ 12 使用済み消火器の確認

消火用具の片付け

13 訓練の反省

手順書見直しなどの記録

工場内に常駐者が少ない時間帯が多くあり、対処できる人が限られている為どんな状況でも

訓 練 実 施

訓 練 実 施 年 月 日

訓 練 実 施 場 所

訓 練 実 施 参 加 者

訓 練 指 揮 ・ 指 示 者

想 定 訓 練 名

緊 急 対 応 想 定

状 況 の 設 定
被害想定　本社敷地内で保管してあった、混合廃棄物の中より原因不明の　　　　　　　　　　　　　

　　　　出火延焼拡大防止他への被害なし

#VALUE!

対応手順について 今回の想定における、手順の見直しは必要なし

緊急対応備品について
消火器、不燃シート、ヘルメット、マスク、長靴、手袋、拡声機

連絡などについて
変電設備の火災時における連絡方法を検討、確立する。

その他
どんな状況下でも、対応できるよう、訓練内容を検討し、継続的に訓練を実施する



7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

・節電運動の推進 花田、溝田、 事務局（全部門）

・不要照明の消灯の継続 花田、溝田、 事務局（全部門）

2018年度目標値の ・照明器具の清掃 花田、溝田、 事務局（全部門）

・クールビズ、ウォームビズの継続 全員 全員

・アイドリングストップの励行 花田、溝田、 全部門、全員

CO2、1%減/毎年 ・適切な車両整備 花田、溝田、 全部門

・法定速度の順守 花田、溝田、 全部門、全員

・室内温度管理の実施 谷口、植野、 事務局（全部門）

・工事工程上の作業不良をなくす 常務、溝田 本社、産業廃棄物部門、

・マニフェストの交付状況の提出 谷口、植野、 本社、産業廃棄物部門、

・混廃箱のできるだけ削減、分別実施 溝田 産業廃棄物部門、

・コンテナの蓋を確実に行い、飛散・落下を防止する 溝田 産業廃棄物部門、

再資源化率向上 ・分別・リサイクルの向上 全員 産業廃棄物部門、

・古紙、段ボールは再利用する 勝又、植野 事務局（全部門）

・コピー用紙の裏面使用とペーパーレス化への努力 勝又、植野、 事務局（全部門）

・紙は大、小にかかわらずまとめて資源ごみに出す 勝又、植野、 事務局（全部門）

・分別・リサイクルの向上 全員 全部門、全員

・一人一人の節水意識の継続 花田、溝田、 全部門

節水の推進 ・水回りの補修、修理　（上水、中水） 花田、溝田、 各担当者

・洗車事の節水の継続 花田、溝田、 各担当者

・エコマーク事務用品の積極的な購入 勝又、植野、 事務局（全部門）

・リサイクル再生材料の購入 勝又、植野、 事務局（全部門）

・重機採用の際は国交省指定製品を購入 社長 各担当者

･天災時における避難訓練の実施/毎年（地震、火災） 森、事務局 事務局（全部門）

・社内防災訓練の実施（毎年） 森、事務局 事務局（全部門）

環境活動の向上 ･車両・重機からの油流出を想定した緊急対応訓練の実施（毎年） 花田、事務局 事務局（全部門）

計画、実施率100％ ・地下貯蔵タンクからの流出を漏洩を想定した対応訓練（毎年） 小澤、事務局 本社

・水質異常、汚染の防止、及び対応手順の作成、実施、見直し（随時） 事務局 本社

大きな業務の変革ない為、前年と同様継続する。

総排水量

グリーン調達

リサイクル再生材料
等、環境に配慮した
事務用品等を購入す

る

社員教育・訓練

スケジュール

エネルギー削減

電力使用量

化石燃料使用量

廃棄物最終処分量
削減

産業廃棄物

一般廃棄物

実施部門

2024年度（Ｒ5.7/1～Ｒ6.6/30)環境管理活動計画

目的 目標 取組内容 責任者



                                                                                                   評価日　　　　　2　0　2　3　年　1　2　月　1　8　日

環境管理活動計画状況確認表 評価者       　　　 鈴木　正紀

・節電運動の推進

電力使用量 ・不要照明の消灯

・照明器具の清掃

・クールビズ、ウォームビズの継続

・室内温度管理の実施

・アイドリングストップの徹底

化石燃料 ・適切な車両整備

・法定速度の順守

土木工事 ・工事工程上の作業不良をなくす

・マニフェストの交付状況の提出

産業廃棄物 ・再利用、リサイクルし易い物品の購入

・混廃箱へのできるだけ分別実施

・コンテナの蓋をしっかりする

・分別・リサイクルの向上

・古紙、段ボールは再利用する

一般廃棄物 ・コピー用紙の裏面使用とペーパーレス化への努力

・紙は大、小にかかわらずまとめて資源ごみに出す

・グリーン調達の継続、推進

事務の効率化 ・リサイクル再生材料の購入

・重機採用の際は国交省指定製品を購入

・一人一人の節水意識の継続(特に手洗時 水を出しっぱなしにしない）

・水回りの補修、修理

総排水量削減 ・洗車事の節水の継続

･天災時における避難訓練の実施（地震、火災、）

緊急対応 ・緊急時対応の手順書の見直し

･車両・重機からの油流出を想定しての緊急対応訓練の実施

・地下貯蔵タンクからの流出を漏洩を想定した対応訓練

＊現状経営方針、環境経営目標、環境活動計画、実施体制などについて、今後も継続する。

〇
何時発生するか予測不可能なのが、自然災害（天災）である。手順書の見直

し他、訓練を継続し行う事

〇 法令順守に努め、安全を期して確実な業務遂行に努めること。

〇

小さな事でも無駄を排除して、省資源、省エネに努めること、　　　　　　

個々の意識の向上に努めて最適化に努める事

〇

〇

取組項目 実施項目 評　価 代表者指示事項

◎
実績値を正確、短期間でも削減が実施されている、以後３か月毎に確実に
評価すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通法規の順

守は元より適切な車両整備に努め、安全な運行継続を今後も期待する

◎


